
１．経路別の相談延件数 ２．内容別の相談延件数

R5 R6 R5 R6

来所相談 1,082 1,156 母子生活支援
(施設入所)

130 150

電話相談 307 336 経済問題
(生活・医療)

323 308

その他
(出張相談等)

132 136 職業問題 32 32

合　計 1,521 1,628 離婚問題 195 215

※複数の相談があれば、すべて計上。 住宅問題 248 290

家庭・児童問題 98 152

夫等の暴力 404 392

その他 91 89

合　計 1,521 1,628

（うち外国人） (122) (73)

※複数の相談があれば、すべて計上。

３．来所による相談者の相談状況

　（１）主訴 　（２）職業

R5 R6 Ｒ５ Ｒ６

夫等関係
(暴力・アルコール等・離婚問題)

316 305 事務従事者 92 49

子ども関係 10 6 販売従事者 13 17

親族関係
(親等からの暴力など)

23 17 工員 7 1

交際相手関係 2 8 風俗営業関係 2 0

ストーカー被害 3 1 その他サービス業 69 54

家庭不和 2 7 その他の職業 47 63

経済関係
(生活困窮・借金・求職)

37 53 専業主婦 86 32

病気 2 2 学生 14 7

妊娠・出産 142 91 ホームレス 10 6

住居問題 50 50 無職 239 267

帰住先なし 12 9 不明 39 69

その他 19 16 合　計 618 565

合　計 618 565

■女性相談支援員による各区の相談状況

※各区・支所に正規職員を配置
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